
広報  2022.6.1 11 10広報  2022.6.1問い合わせは各課のホームページ「組織の紹介」からも受け付けています。「やまとPSメール」の登録受け付け中！　t-yamato@sg-m.jpに空メールを送信してください。

共
通
事
項

6
月
中
旬
に
、
今
年
度
の
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
、
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通

知
書
を
発
送
し
ま
す
。
特
別
徴
収
で
は
な

い
人
や
口
座
振
替
を
し
て
い
な
い
人
に
は

納
付
書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料

　

今
年
度
の
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険

料
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

生
活
が
著
し
く
苦
し
い
か
た
や
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
収
入

が
一
定
程
度
減
少
し
た
か
た
は
、
減
免
制

度
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
介
護
保
険
課
保
険
管
理
係
☎
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国
民
健
康
保
険
税
の
変
更
点

■
一
世
帯
に
課
税
さ
れ
る
国
民
健
康
保
険
税

の
上
限
額（
課
税
限
度
額
）を
変
更

■
未
就
学
児
に
係
る
均
等
割
額
を
５
割
軽
減

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
未
就
学
児

が
い
る
世
帯
に
対
し
て
、
未
就
学
児
の
均

等
割
額
を
5
割
減
額
し
ま
す（
申
請
は
不

要
）。
す
で
に
一
定
所
得
以
下
の
世
帯
に
お

け
る
均
等
割
額
の
軽
減
が
適
用
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
当
該
軽
減
後
の
均
等
割
額
を

さ
ら
に
５
割
減
額
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減
免
制
度

対　

象
▼

・・
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重

で
あ
る
事
業
収
入
等
以
外
の
前
年
所
得

の
合
計
が
４
０
０
万
円
以
下

減
免
額
▼
前
年
所
得
な
ど
に
よ
り
算
出

申
し
込
み
▼
６
月
13
日(

月)

以
降
に
電
話

で
保
険
年
金
課
へ
。
申
請
書
類
な
ど
を

郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
書
類
を
今
年

度
の
最
初
の
納
期
限
ま
で（
必
着
）に
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
減
免
の
対
象
は
、
原
則
申
請
日
以
降
に

納
期
限
が
到
来
す
る
分
で
す
。

※公的年金等収入金額とは、老齢・退職年金など市・県民税の課
税対象の年金収入の額。障害年金や遺族年金は含まれない。

※合計所得金額とは、年金所得、給与所得、不動産所得、配当所
得など本人の令和3年中の各所得の合計で、社会保険料控除、
医療費控除および株式の譲渡損失などを控除する前の金額。な
お、長期または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を
用いる。

※納付がない場合、未納の期間や額に応じてサービスの給付が制
限される場合があります。

65歳以上の人の介護保険料

段階 対　象 年額（円）

第1 生活保護受給者または本人および世帯全員が市民
税非課税で老齢年金受給者

21,006
第2

本人および世帯
全員が市民税非
課税

本人の公的年金
等収入金額と合
計所得金額から
年金収入に係る
所得を控除した
金額の合計が

80万円以下

第3 80万円超
120万円以下 31,509

第4 120万円超 49,014

第5 本人は市民税非
課税で世帯員の
誰かが市民税課
税

80万円以下 63,017

第6 80万円超 70,019

第7

本人が市民税課税で、本人の合計
所得金額が

125万円未満 77,020

第8 125万円以上
200万円未満 84,022

第9 200万円以上
300万円未満 105,028

第10 300万円以上
400万円未満 115,531

第11 400万円以上
600万円未満 122,533

第12 600万円以上
800万円未満 143,538

第13 800万円以上
1,000万円未満 154,041

第14 1,000万円以上
1,500万円未満 164,544

第15 1,500万円以上
2,500万円未満 178,548

第16 2,500万円以上 210,057

種　類 課税
限度額

医療
給付費分

65万円
（変更前：
63万円）

後期高齢者
支援金分

20万円
（変更前：
19万円）

介護
納付金分 17万円

介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
税
の
決
定
通
知
書
な
ど
を
発
送

問
市
役
所
保
険
年
金
課
国
保
年
金
係
☎
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篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

・・
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等
の

減
少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
①
〜
③
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
世
帯（
給
与
収
入
の
減

少
に
よ
る
も
の
の
場
合
、
非
自
発
的
失

業
に
よ
る
軽
減
対
象
の
人
は
該
当
し
ま

せ
ん
）、
①
主
た
る
生
計
維
持
者
の
令
和

4
年
の
事
業
収
入
等
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
の
収
入
の
減
少
見
込
み
額
が
、
前
年

の
当
該
事
業
収
入
等
の
収
入
額
の
10
分

の
3
以
上
、
②
主
た
る
生
計
維
持
者
の

前
年
の
所
得
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
、

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
減
少
見
込
み

　

要
件
を
満
た
し
た
住
宅
の
改
修
工
事
を

し
た
場
合
、
申
告
に
よ
り
固
定
資
産
税
を

減
額
し
ま
す（
下
表
参
照
）。

共
通
事
項

対　

象
▼
居
住
部
分
の
割
合
が
延
べ
床
面

積
の
2
分
の
1
以
上
の
住
宅

申
告
期
限
▼
改
修
工
事
完
了
後
3
か
月
以

内
申
告
方
法
▼
申
告
書
、
工
事
の
領
収
書
の

写
し（
①
③
は
現
行
の
基
準
に
適
合
し
た

工
事
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
、

長
期
優
良
住
宅
の
場
合
は
認
定
を
証
す

る
書
類
、
②
は
工
事
内
容
の
明
細
書
の

写
し
、施
工
前
後
の
写
真
も
）を
持
参
し
、

市
役
所
資
産
税
課
に
申
告
。

※
②
と
③
の
減
額
制
度
は
併
用
可
。

■
災
害
に
よ
る
減
免
制
度

　

震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
火
災
な
ど
の

災
害
に
遭
い
、
土
地
、
建
物
な
ど
に
相
当

な
被
害
が
生
じ
た
場
合
、
固
定
資
産
税
の

減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

減額の要件 減額の範囲

①
耐
震
改
修
工
事

・昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅や併用住宅、または共同
住宅であること

・1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの
・令和6年3月31日までに完了した工事であること

翌年度分の固定資産税（家屋
分）を2分の1減額（1戸当たり
120㎡分まで）。長期優良住宅
の認定を受けた改修は3分の2
減額

②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

・新築された日から改修工事完了日まで10年以上を経過し、次のいず
れかに該当する人が居住する専用住宅や併用住宅で、改修後の住宅
の床面積が50～280㎡であること（貸家住宅を除く）／65歳以上の人、
要介護または要支援の認定を受けている人、障がい者

・補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
・令和6年3月31日までに完了した次のいずれかの工事であること／通
路または出入口の拡幅、階段の設置または勾配の緩和、浴室・便所・
出入口の戸の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、滑りにく
い床材料への取り替え

翌年度分の固定資産税（家屋
分）を3分の1減額（1戸当たり
100㎡分まで）

③
省
エ
ネ
改
修
工
事

・平成26年4月1日以前に建築された専用住宅や併用住宅で、改修後の
住宅の床面積が50～280㎡であること（貸家住宅を除く）

・補助金などを除く1戸当たりの工事費が60万円を超えるもの
・令和6年3月31日までに完了した次の工事であること（㋐は必須・㋐
のみでも可）／㋐窓の断熱改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化な
ど）、㋑床、天井、壁の断熱改修工事（㋐と併せて実施するもの）

翌年度分の固定資産税（家屋
分）を3分の1減額（1戸当たり
120㎡分まで）。長期優良住宅
の認定を受けた改修は3分の2
減額

住
宅
の
改
修
工
事
に
伴
い
固
定
資
産
税
を
減
額

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い

問
市
役
所
資
産
税
課
家
屋
償
却
資
産
係
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文
化
創
造
拠
点
等（
シ
リ
ウ
ス
、
各
図
書

館
・
学
習
セ
ン
タ
ー
）の
運
営
な
ど
に
関
す

る
事
項
を
審
議
す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

任　

期
▼
９
月
１
日
〜
令
和
６
年
８
月
31

日（
年
４
回
程
度
の
会
議
を
予
定
）

対
象
／
定
員
▼
９
月
１
日
現
在
、
市
の
ほ

か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
で
な
い

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・
在
活
動
者

／
１
人（
文
化
創
造
拠
点
等
の
指
定
管
理

者
の
利
害
関
係
者
を
除
く
）

報　

酬
▼
会
議
１
回
に
つ
き
８
，
９
０
０
円

選
考
方
法
▼
書
類
審
査

申
し
込
み
▼
７
月
８
日(

金)

（
必
着
）ま
で

に
、
応
募
用
紙
と
小
論
文（
応
募
用
紙
で

指
定
す
る
テ
ー
マ
８
０
０
字
程
度
）を
直

接
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
郵
送
で
シ
リ
ウ

ス
内
図
書
・
学
び
交
流
課
へ
。市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
。

※
応
募
用
紙
は
同
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。

大
和
市
文
化
創
造

拠
点
等
運
営
審
議

会
の
委
員
を
募
集

問
文
化
創
造
拠
点
シ
リ
ウ
ス
内
図
書
・

学
び
交
流
課
図
書
係
☎（
２
５
９
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５
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